
 
 

 
第 85 期 決 算 公 告 

平成23年6月29日 

富山県高岡市守山町22番地 

株式会社 富 山 銀 行
取締役頭取 齊 藤 栄 吉

 

連結財務諸表の作成方針 
 

1. 連結の範囲に関する事項 

  (1) 連結される子会社及び子法人等   ２社 

    会社名 

     富山リース株式会社 

     富山保証サービス株式会社 

    なお、富山ビジネスサービス株式会社は清算により連結の範囲から除外しております。 

  (2) 非連結の子会社及び子法人等 

    該当ありません。 

2. 持分法の適用に関する事項 

  該当ありません。 

3. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

 連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

  ３月末日   ２社 

4. 開示対象特別目的会社に関する事項 

  該当ありません。 
 

連 結 貸 借 対 照 表 (平成23年３月31日現在)
 

(単位：百万円) 
 

科     目 金  額 科     目 金  額 

（資 産 の 部） （負 債 の 部） 

現 金 預 け 金 

コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形 

買 入 金 銭 債 権 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

リース債権及びリース投資資産 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

リ ー ス 資 産 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

9,541

6,400

900

103,168

269,604

476

4,011

2,631

4,512

930

3,212

3

365

261

242

19

1,046

1,746

△ 4,007

預 金 

借 用 金 

そ の 他 負 債 

賞 与 引 当 金 

退 職 給 付 引 当 金 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 

偶 発 損 失 引 当 金 

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 

支 払 承 諾 

負 債 の 部 合 計 

370,913

3,642

1,522

121

506

155

16

63

734

1,746

379,423

(純 資 産 の 部) 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

株 主 資 本 合 計 

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 

土 地 再 評 価 差 額 金 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 

少 数 株 主 持 分 

純 資 産 の 部 合 計 

6,730

5,690

5,968

△   36

18,352

413

997

1,411

1,107

20,870

資 産 の 部 合 計 400,294 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 400,294
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新規スタンプ



 
連 結 損 益 計 算 書 ( 平成22年４月１日から

平成23年３月31日まで ) 
 

(単位：百万円)  
科         目 金         額 

経 常 収 益 10,304

資 金 運 用 収 益 6,612

貸 出 金 利 息 5,010

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,562

コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息 12

預 け 金 利 息 21

そ の 他 の 受 入 利 息 5

役 務 取 引 等 収 益 890

そ の 他 業 務 収 益 2,736

そ の 他 経 常 収 益 65

経 常 費 用 9,570

資 金 調 達 費 用 582

預 金 利 息 535

借 用 金 利 息 46

役 務 取 引 等 費 用 300

そ の 他 業 務 費 用 2,080

営 業 経 費 5,352

そ の 他 経 常 費 用 1,255

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 613

そ の 他 の 経 常 費 用 641

経 常 利 益 734

特 別 利 益 17

償 却 債 権 取 立 益 17

特 別 損 失 16

固 定 資 産 処 分 損 5

減 損 損 失 1

資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 10

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 735

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 26

法 人 税 等 調 整 額 215

法 人 税 等 合 計 242

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 493

少 数 株 主 利 益     124

当 期 純 利 益 369

 

 



連 結 注 記 表 

 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  子会社及び子法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 

 

会計処理基準に関する事項 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

       商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証

券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により

算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っ

ております。 

       なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4. 減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

       当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物 18～50年 

その他 ３～20年 

連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却して

おります。 

  (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

       無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及

び連結子会社で定める利用可能期間(主として５年)に基づいて償却しております。 

  (3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用

年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあ

るものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5. 貸倒引当金の計上基準 

       当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

       破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記

載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と

認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した

貸倒実績率等に基づき計上しております。 

       すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し

た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

       なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証

による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ

の金額は 2,675 百万円であります。 

       連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てており

ます。 

 

 



6. 賞与引当金の計上基準 

       賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結

会計年度に帰属する額を計上しております。 

7. 退職給付引当金の計上基準 

       退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方

法は以下のとおりであります。 

     過去勤務債務 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法によ

り損益処理 

     数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(５年)による

定率法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

   8. 役員退職慰労引当金の計上基準 

       役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積

額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

9. 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将

来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

10.偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会保証付きの融資に係る将来の負担に備えるため、支払見込額を計上して

おります。 

11.外貨建資産・負債の換算基準 

       当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

12.リース取引の処理方法 

（借手側） 

     当行及び連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４

月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によってお

ります。 

13.リース取引の収益・費用の計上基準 

  ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。 

14.重要なヘッジ会計の方法 

  金利リスク・ヘッジ 

     当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会

計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以

下「業種別監査委員会報告第 24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。 

15.消費税等の会計処理 

     当行の消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。た

だし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

連結子会社の消費税等の会計処理については、税抜方式によっております。 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  (資産除去債務に関する会計基準) 

当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日）を適用しております。 

これによる、連結損益計算書及び連結貸借対照表に与える影響は軽微であります。 

 

 

 

 

 

 



表示方法の変更 

（連結貸借対照表関係） 

 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号平成 23 年３月 25 日）により改正された

「銀行法施行規則」（昭和 57 年大蔵省令台 10 号）別紙様式を適用し、前連結会計年度における「評価・換算差

額等」は当連結会計年度から「その他の包括利益累計額」として表示しております。 

   

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第 41 号平成 22 年９月 21

日）により改正された「銀行法施行規則」（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調

整前当期純利益」を表示しております。 

  

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

1. 貸出金のうち、破綻先債権額は 2,250 百万円、延滞債権額は 8,059 百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第 96 条第

1項第 3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

2. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 49 百万円であります。 

  なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

3. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 1,939 百万円であります。 

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

4. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 12,300 百万円であ

ります。 

なお、上記１.から４.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

5. 手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入

れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分

できる権利を有しておりますが、その額面金額は、8,707 百万円であります。 

6. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

    担保に供している資産 

    有価証券 5,854 百万円

   このほか、リース債権等 1,340 百万円を担保に供しております。 

    担保資産に対応する債務 

    預金 845 百万円

    借用金 1,586 百万円

   上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 16,571 百万円を差し入れております。 

   また、その他資産のうち保証金は 19 百万円であります。 

7. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、98,254 百万円であります。このうち、原契約期間が１年以内の

もの、又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 95,382 百万円あります。 

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多

くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込

みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約

時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手



続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

8. 土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日 平成 10 年３月 31 日 

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号)第２条第４号に定める路線価に

基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。 

   同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業

用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 2,076 百万円 

9. 有形固定資産の減価償却累計額  4,633 百万円 

10. 有形固定資産の圧縮記帳額     243 百万円 

11. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債

務の額は、2,136 百万円であります。 

12. １株当たり純資産額  363 円 68 銭 

13.  連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部については、所有権移転外ファイナンス・リ

ース契約により使用しております。 

14. 当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務 △ 2,003 百万円

年金資産（時価） 1,476  

未積立退職給付債務 △ 527  

会計基準変更時差異の未処理額 ―  

未認識数理計算上の差異 206  

未認識過去勤務債務（債務の減額） △ 51  

連結貸借対照表計上額の純額 △ 372  

    前払年金費用 134  

    退職給付引当金 △ 506  

15.  銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率(国内基準)は、9.69％であります。 

 

(連結損益計算書関係) 

  1. 「その他の経常費用」には、株式等売却損 233 百万円及び株式等償却 341 百万円を含んでおります。 

  2. １株当たり当期純利益金額   6 円 79 銭 

  3. 連結業務報告書に定める連結包括利益計算書における包括利益の金額  △113 百万円 

 

(金融商品関係) 

1. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務、保証業務など金融サービスに係る事業を行っており、

個人・法人向けの貸出債権、リース債権、投資有価証券などの金融資産を保有する一方、預金の受入による

金融負債を有しております。このように、主として金利の変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているた

め、当行では、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。 

また、為替変動リスクを有する外貨預け金などの外貨建資産や、外貨預金などの外貨建負債の為替変動リ

スク回避のためのデリバティブ取引を行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約

不履行によってもたらされる信用リスクや、金利の変動リスクに晒されております。当期の連結決算日現在

における貸出金のうち、大半は富山県内向けのものであり、富山県の経済環境等の状況変化により、契約条

件に従った債務履行がなされない可能性があります。 

また、有価証券は、主に債券、株式、投資信託であり、満期保有目的、純投資目的及び政策投資目的で保

有しております。これらは、発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されて

おります。また、外貨建金融商品は、為替の変動リスクにも晒されております。 



借用金及び短期金融市場からの資金調達などは、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくな

る場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。 

当行が行っているデリバティブ取引には当行が保有する資産に関わるリスクのヘッジ目的の外国為替予約

取引、顧客のニーズに応えるため取引先と行う外国為替予約取引があります。当行が利用しているデリバテ

ィブ取引は、市場リスク及び信用リスクを内包しております。市場リスクとは、金利、有価証券などの価格、

為替等、市場のリスクファクターの変動により保有するポジションの価値が変動し損失を被るリスクであり、

信用リスクとは相手方の債務不履行等により、保有しているポジションの価値が減少・消失し、損失を被る

リスクであります。なお、当行は信用度の高い金融機関のみを取引相手としてデリバティブ取引を行ってお

り、信用リスクはほとんどないと判断しております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

  当行グループは、当行のクレジットポリシー及び信用リスク管理規程等に従い、貸出金について、個別

案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など

与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行

われ、また、必要に応じて常務会や取締役会を開催し、審議・報告を行っております。さらに自己査定の

状況については、監査部が監査を行っております。 

  有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、証券

国際部及び総合企画部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。 

② 市場リスクの管理 

当行グループは、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。市場リスク管理規程等におい

て、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ＡＬＭ委員会において実施状況の把握・確認、今後

の対応等の協議を行い、取締役会に報告しております。日常的には総合企画部リスク統括室において金融

資産及び負債の金利の期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行

い、月次でＡＬＭ委員会、取締役会に報告しております。なお、ＡＬＭにより、金利の変動リスクをヘッ

ジするための金利スワップ及び金利キャップ等のデリバティブ取引は行っておりません。 

当行グループでは、為替の変動リスクに関して、持高の実質ネットポジション管理を行っております。 

当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、現金預

け金のうち預け金、有価証券のうち満期保有目的の債券・その他有価証券、貸出金、預金、デリバテイブ

取引のうちヘッジ会計が適用されていないものであります。 

当行グループでは、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間１年、過去５年の観測期間で計

測される金利変動の 1 パーセンタイル値と 99 パーセンタイル値によって計算される金利ショックに対す

る経済価値の増減額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。 

なお、平成 23 年 3 月 31 日現在、金利以外の全てのリスク変数が一定であると仮定した場合の上記金利

ショックに対する経済価値は、5,666 百万円減少するものと把握しております。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との

相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を

超える影響が生じる可能性があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループでは、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによっ

て、流動性リスクを管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に

よった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 



2. 金融商品の時価等に関する事項 

平成 23 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参

照）。また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。 

       （単位：百万円） 

 

 

連結貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

(1) 現金預け金 9,541 9,531 △10

(2) コールローン及び買入手形 6,400 6,400 ―

(3) 有価証券 101,716  

  満期保有目的の債券 11,450 10,244 △1,206

その他有価証券 90,265 90,265 ―

(4) 貸出金 269,604  

   貸倒引当金（＊１） △3,777  

 265,827 268,299 2,472

資産計 383,485 384,741 1,255

(1) 預金 370,913 371,218 304

負債計 370,913 371,218 304

デリバティブ取引（＊２）  

 ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 ―

デリバティブ取引計 0 0 ―

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） その他資産に計上しているデリバティブ取引を表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味

の債権は純額で表示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

満期のある預け金については、取引金融機関から提示された価格又は約定期間が短期間（１年以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2) コールローン及び買入手形 

コールローン及び買入手形は約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

(3) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、

公表されている基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、同様の引受けを行う場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。 

(4) 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異

なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利に

よるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った

場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づ

いて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控

除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、

返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価と

しております。 

 



負 債 

(1) 預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、

定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しており

ます。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間

（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、通貨関連取引（為替予約）であり、先物為替相場等により算出した価額によっております。 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)

その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式(＊１) 997 

② 投資事業有限責任組合出資金(＊２) 454 

合  計 1,452 

（＊１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開

示の対象とはしておりません。 

（＊２） 投資事業有限責任組合出資金については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と

認められるもので構成されているため、時価開示の対象とはしておりません。 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内
１年超 

３年以内

３年超 

５年以内

５年超 

７年以内

７年超 

10 年以内 
10 年超 

預け金 3,367 ― 500 ― 500 ―

コールローン及び買入手形 6,400 ― ― ― ― ―

有価証券 

 満期保有目的の債券 

 その他有価証券のうち 

満期があるもの 

280

10,935

888

21,321

2,817

11,829

40

7,942

 

― 

25,267 

7,434

411

貸出金（＊） 154,498 42,432 24,037 19,161 14,334 3,457

合  計 175,481 64,642 39,184 27,144 40,102 11,303

（＊）  貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない 10,310 百万

円、期間の定めのない 1,371 百万円は含めておりません。 

（注４）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内
１年超 

３年以内

３年超 

５年以内

５年超 

７年以内

７年超 

10 年以内 
10 年超 

預金（＊） 318,456 50,255 2,202 ― ― ―

合  計 318,456 50,255 2,202 ― ― ―

（＊）  預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(有価証券関係) 

   連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。 

  1. 売買目的有価証券（平成 23 年３月 31 日現在） 

     該当ありません。 

  2. 満期保有目的の債券（平成23年３月31日現在） 

 種類 
連結貸借対照表

計上額(百万円)

時 価 

（百万円）

差 額 

（百万円）

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えるもの 

国  債 ― ― ―

地 方 債 2,246 2,322 76

社  債 1,608 1,667 59

そ の 他 734 748 14

小  計 4,589 4,738 149

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えないもの 

国  債 ― ― ―

地 方 債 ― ― ―

社  債 661 620 △41

そ の 他 6,200 4,884 △1,315

小  計 6,861 5,505 △1,356

合  計 11,450 10,244 △1,206

  3. その他有価証券（平成23年３月31日現在） 

 種類 
連結貸借対照表

計上額(百万円)

取得原価 

（百万円）

差 額 

（百万円）

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の 

株 式 2,695 2,100 594

債 券 44,181 43,168 1,012

 国  債 15,573 15,182 391

 地 方 債 1,045 1,002 42

 社  債 27,562 26,983 578

その他 9,225 8,672 552

小  計 56,102 53,941 2,160

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの 

株 式 2,407 3,080 △673

債 券 22,925 23,337 △411

 国  債 11,031 11,336 △304

 地 方 債 495 499 △4

 社  債 11,398 11,501 △103

その他 9,730 10,336 △605

小  計 35,063 36,753 △1,690

合  計 91,165 90,695 469

  4. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

     該当ありません。 

  5. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 売 却 額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

株 式 90 22 233

債 券 7,277 390 34

国 債 4,143 94 34

地方債 ― ― ―

社 債 3,133 296 ―

その他 100 0 ―

合  計 7,467 413 268

  6. 保有目的を変更した有価証券 

     該当ありません。 



  7. 減損処理を行った有価証券 

     有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ

て著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時

価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減

損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、341百万円（うち、株式341百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、連結会計年度末時点の時価が取得原価に比べ

て50％以上下落した銘柄、30％以上50％未満下落し、過去の一定期間の終値の平均価額が取得原価に比べて

30％以上下落した銘柄を原則として減損処理しております。 

 

  (金銭の信託関係) 

    該当ありません。 

 

(賃貸等不動産関係) 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

 

 

 


